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当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成18年2月17日開催の当社取締役会において、当社株券等の大規模買付行為への対応方

針（以下「原方針」といいます。）を決定し、同日付の当社プレスリリースで公表し、平成18年4

月28日開催の当社取締役会において、平成18年3月30日に開催された当社第82回定時株主総会で選任

されました当社取締役全員の賛成により、平成19年4月30日までの原方針の継続を決定しました。そ

の後、当社は、会社法の施行や証券取引法の改正等を踏まえ、当社株主全体の利益の確保・向上の

ための取組みとしての原方針の在り方について更なる検討を行ってまいりました。 

当社は、かかる検討の結果、平成19年2月16日の当社取締役会において、当社取締役全員の賛成に

より、会社法施行規則第127条に定める「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に

関する基本方針」（以下、「会社支配に関する基本方針）といいます。）を決定するとともに、平

成19年3月29日開催予定の当社第83回定時株主総会の終結の時をもって原方針を廃止し、同株主総会

における株主の皆様の承認を停止条件として、原方針に代わる新たな当社株券等の大規模買付行為

への対応方針（以下「本対応方針」といいます。）を採用することを決定しましたので、お知らせ

いたします。本対応方針につきましては、当社監査役4名はいずれも、本対応方針の具体的運用が適

正に行われることを条件として、本対応方針に賛成する旨の意見を述べております。 

当社第83回定時株主総会における株主の皆様の承認が得られた場合、本対応方針はかかる承認が

あった日より発効することとし、有効期限は平成20年3月31日までに開催される当社第84回定時株主

総会の終結の時となります。 

なお、平成19年2月15日付「当社株式の大規模買付行為にかかる意向表明書の受領に関するお知ら

せ」と題する当社プレスリリースにおいて公表したとおり、同日付でスティール・パートナーズ・

ジャパン・ストラテジック・ファンド（オフショア）・エル・ピー（以下「スティール・パートナ

ーズ・ジャパン」といいます。）から、当社株式の大規模買付行為にかかる提案につき、原方針に

則った意向表明書の提出を受けております。従いまして、上記の通り原方針については当社第83回

定時株主総会の終結の時をもって廃止いたしますが、同株主総会における株主の皆様の承認を停止

条件として、既に原方針の下で受領しているスティール・パートナーズ・ジャパンからの同提案に

ついては、同株主総会後も引き続き原方針を適用していくこととし、同株主総会において株主の皆

様にご承認願う本対応方針にその旨の附則を設けます。同株主総会における株主の皆様の承認が得

られなかった場合には、スティール・パートナーズ・ジャパンからの同提案との関係においても、

原方針を廃止いたします。 

 

本対応方針は、当社企業価値ならびに株主全体の利益の保護の観点から取り纏めたものであり、

「大規模買付行為の是非は、株主の皆様の判断に委ねられるべき」という考え方を基本に、当社株
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券等の大規模買付者に対して、その目的や内容、買付対価の算定根拠などの十分な情報提供と、適

切な評価期間の確保を要請することにより、株主の皆様が適切な状況判断を行えるようにするため

に「大規模買付ルール」を定めたものであります。したがって、大規模買付行為そのものを阻害し

たり、大規模買付行為に応じるか否かという株主の皆様の判断の機会を奪うものではありません。 

 

会社支配に関する基本方針及び本対応方針の内容につきましては、別紙をご参照下さい。 

なお、平成19年2月16日現在において、上記スティール・パートナーズ・ジャパンの提案を除き、

当社の株券等について、大規模買付行為等の具体的提案はなされておりません。 

 

         以 上 
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別紙 

 

I 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 

 当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模な買付

行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の判

断に委ねられるべきものであると考えます。 

 しかし、持株会社として、酒類事業、飲料事業、外食事業及び不動産事業を主体とする当社グル

ープの事業の全体にわたる経営を統括するという当社の経営にあたっては、幅広いノウハウと豊富

な経験、ならびに国内外の顧客・従業員及び取引先等のステークホルダーとの間に築かれた関係等

への理解が不可欠であり、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者に、これらに関する十

分な理解がなくては、株主の皆様が将来実現することのできる株主価値を毀損してしまう可能性が

あります。 

 当社は、当社株式の適正な価値を株主及び投資家の皆様にご理解いただくようＩＲ活動に努めて

おりますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、買付者の提示する当社株式の取得対価

が妥当かどうかを株主の皆様が短期間の内に適切に判断するためには、買付者及び当社取締役会の

双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。さらに、当社株式の継続保有をお考

えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社に与える影響や、買付者が考える当社の経営に

参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する当社取締役会の意見等の情報は、

当社株式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料となると考えます。 

 以上を考慮した結果、当社としましては、大規模な買付行為を行う買付者において、株主の皆様

の判断のために、当社が設定し事前に開示する一定のルール（詳細については、III ３．をご参照

下さい。以下「大規模買付ルール」といいます。）に従って、買付行為に関する必要かつ十分な情

報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該

買付行為を開始する必要があると考えております。 

 また、大規模な買付行為の中には、当該大規模買付行為が明らかに濫用目的によるもの（詳細に

つきましては、III ４.（１）の(注5)をご参照下さい。）と認められ、その結果として当社株主全

体の利益を著しく損なうものもないとは言えません。当社は、かかる買付行為に対して、当社取締

役会が大規模買付ルールに従って適切と考える方策をとることも、当社株主全体の利益を守るため

に必要であると考えております。 

 

 

II 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実

現に資する特別な取組み 

 

 当社は、会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みとして、下記IIIで記載するもの

のほか、以下の取組みを行っております。 

 

１ ．中期経営計画に基づく取組み 

当社グループは平成15年7月に酒類事業、飲料事業、外食事業及び不動産事業を主力4事業とす

る持株会社体制に移行し、2004年～2006年を『生まれ変わる3年』と位置づけて、各事業会社が経

営改革を実践し、新しいビジネスモデルを構築していくことにより、それぞれの業界で闘える企

業として生まれ変わることを目指してまいりました。また、当社グループは、平成18年を起点と

した新たな「サッポログループ中期経営計画（2006年～2008年）」（以下「中期経営計画」とい

います。）を策定し、将来に向けたグループ価値の向上を図ってまいりました。中期経営計画に

おける戦略の骨子は次のとおりです。 



 4

 

★ サッポログループは、「お客様」の生涯にわたり、「食」や「生活空間」における「潤い」

「豊かさ」を提供することを第一とします。 

★ サッポロホールディングス社は、事業会社を支援し、シナジーを最大化することにより、「経

営効率の向上」を目指します。 

酒類事業、不動産事業は安定的な「収益力の向上」を目指します。 

飲料事業、外食事業は「収益構造の改革」を図り、成長を確かなものとします。 

★ 「戦略投資」「研究開発」を強化して、将来への「成長エンジン」を創出します。 

★ 成長と収益を持続させる基盤として「CSR経営」を根づかせます。 

★ 持続的な成長と収益によってグループ全体の「企業価値」を向上させ、将来にわたって「ス

テークホルダー」に貢献していきます。 

 

 当社グループは、今後とも、グループを挙げて業績及び企業価値の向上に注力していく所存です。 

 

２．コーポレートガバナンスの強化充実に向けた取り組み 

当社は、平成15年7月に純粋持株会社体制に移行し、以下の通り、グループの経営理念、経営の

基本方針、ならびにグループ経営の基本原則に基づき、当社グループのグループガバナンス体制

を構築しています。 

 

（１）グループの経営理念、経営の基本方針 

サッポログループは、『潤いを創造し、豊かさに貢献する － 顧客第一、社会調和、人間尊

重』を経営理念に掲げ、また『株主、顧客、従業員等すべてのステークホルダーの満足を追求

する』ことを経営の基本方針として、持続的な成長と収益によってグループ全体の企業価値を

向上させ、将来にわたってステークホルダーに貢献していくことを目指しています。 

 

（２）グループ経営の基本原則 

サッポログループは、純粋持株会社体制の下、次の通りグループ経営の基本原則を定め、各

事業部門の自主性を維持しつつ、サッポログループの全体最適とシナジーの創出を追求し、企

業価値の最大化を目指しています。 

＜グループ全体最適の原則＞ 

グループ企業は、サッポログループの価値最大化および全体最適を前提として、それぞれ

の事業活動に注力し、ひいてはグループ連結業績向上に貢献する。 

＜自主独立の原則＞ 

グループ企業は、設立の主旨及びサッポログループの経営方針に基づくそれぞれのミッシ

ョンの実現に向けて、経営基盤の強化を図ると共に、各々の自立を目指す。 

持株会社であるサッポロホールディングス社は、グループ企業社長に当該企業経営に必要

な執行権限を委ね、グループ企業社長はその経営責任を負う。併せて、サッポロホールディ

ングス社は、グループ企業の成長・発展のために必要な支援・助言を行う。 

＜相互協力の原則＞ 

サッポロホールディングス社ならびにグループ企業は、経済合理性を考慮しつつ、資材・

製品・サービス等の調達をはじめとする事業の推進に相互協力するとともに、グループとし

てのシナジー効果実現に努める。 

 

（３）グループガバナンス体制構築の基本方針 

当社は、サッポログループの経営理念および経営の基本方針を具現化し、グループ全体の持

続的な企業価値向上を図っていくために、グループガバナンスの強化充実を経営上の重要な課
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題の一つとして位置付け、次の通り、持株会社体制の下でグループ内における監督機能、業務

執行機能および監査機能を明確化し、経営における透明性の向上と経営目標の達成に向けた経

営監視機能の強化に努めています。 

＜監督機能＞ 

取締役会は、グループ経営における監督機能を担い、法定事項および取締役会規程に定め

る重要な業務執行事項について意思決定すると共に、代表取締役社長兼グループＣＥＯ、グ

ループ執行役員、その他重要な使用人を選任し、その業務執行状況を監督する。 

＜業務執行機能＞ 

代表取締役社長兼グループＣＥＯは、当社取締役会の決定に基づき、グループ全体の業務

執行を統括する。主要事業会社の社長を兼務する非常勤取締役ならびにグループ執行役員は、

当社代表取締役社長兼グループＣＥＯの全体統括の下、主要事業部門の業務執行を統括する。 

＜監査機能＞ 

当社は、取締役会から独立し、かつ各監査役が独立した立場（独任制）で取締役の職務の

執行を監査する監査役設置会社を採用し、監査役会を設置する。 

 
（４）グループガバナンス体制の強化に向けた取り組み 

当社では、純粋持株会社体制に移行する以前の平成11年3月から執行役員制を導入し、また平

成14年3月から取締役任期を１年に短縮するなど、積極的にガバナンス体制の強化に取り組んで

まいりました。平成15年7月に純粋持株会社体制に移行して以降、上記（３）に記載の通りグル

ープガバナンスの強化充実に取り組んでまいりましたが、平成19年3月29日開催予定の当社第83

回定時株主総会において社外取締役の１名増員を付議する予定にしており、今後ともガバナン

スの強化充実に取り組んでいく所存です。 

 

 中期経営計画に基づく取組みは、当社グループの企業価値を向上させ、当社の株主全体の利益を

著しく損なう大規模買付者が現れる危険性を低減するものと考えます。また、コーポレートガバナ

ンスの強化充実に向けた取り組みは、中期経営計画を推進し、企業価値向上を図る基盤となるもの

と考えます。したがって、かかる取組みは、会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えま

す。 

 

 

III 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針

の決定が支配されることを防止するための取組み 

 

当社は、Iで述べた会社支配に関する基本方針に照らし、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注

2)を20％以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グル

ープの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な買

付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為を除きます。

かかる買付行為を以下「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を以下「大規模買付者」

といいます。）が行われる場合には、以下のとおり一定の合理的なルール（大規模買付ルール）に

従っていただくこととし、これを遵守した場合及びしなかった場合につき一定の対応方針を定める

ことをもって、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の

方針の決定が支配されることを防止するための取組みといたします（IIIに記載した、当社株券等の

大規模買付行為への対応方針を以下「本対応方針」といいます。）。 

 
注1 ：特定株主グループとは、 
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(i) 当社の株券等（証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。） の保有者（同法第27条の

23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。）及びその共同保有者（同法第27

条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。

以下同じとします。）又は、 

(ii) 当社の株券等（同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の2第1項

に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者及びそ

の関係者（同法第27条の2第7項に規定する関係者をいいます。） 

を意味します。 

注2 ：議決権割合とは、 

(i) 特定株主グループが、注1の(i)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合（同法第27条の23第4項に規

定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同

項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。） 又は、 

(ii) 特定株主グループが、注1の(ii)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該関係者の株券等保有割合（同

法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいます。 

各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権（同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。）及び発

行済株式の総数（同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書及び

自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。 

注3 ：株券等とは、証券取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。 

 

１ ．本対応方針導入の必要性 

Iで述べましたとおり、大規模買付者は、大規模買付行為に際しては、株主の皆様の判断のため

に、当社が設定し事前に開示する大規模買付ルールに従って、大規模買付行為に関する必要かつ

十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、かつ、当社取締役会のための一定の評価期間が経過

した後にのみ当該大規模買付行為を開始すべきである、と当社は考えております。 

当社取締役会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する当社取締役会としての

意見の検討を速やかに開始し、外部専門家等の助言を受けながら慎重に検討したうえで意見を形

成し公表いたします。さらに、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交渉や当

社取締役会としての株主の皆様に対する代替案の提示も行います。かかるプロセスを経ることに

より、当社株主の皆様は、当社取締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案と（代替案

が提示された場合には)その代替案を検討することが可能となり、最終的な応否を適切に決定する

機会を与えられることとなります。 

このようなルールの設定については、裁判所においても「経営支配権を争う敵対的買収者が現

れた場合において、取締役会において、当該敵対的買収者に対し事業計画の提案と検討期間の設

定を求め、当該買収者と協議してその事業計画の検討を行い、取締役会としての意見を表明する

とともに、株主に対し代替案を提示することは、提出を求める資料の内容と検討期間が合理的な

ものである限り、取締役会にとってその権限を濫用するものとはいえない」と判示され、その正

当性が是認されているところです（東京地方裁判所平成17年7月29日決定）。 

併せて、大規模買付ルールを遵守した場合及び遵守しなかった場合につき一定の対応方針を定

め、会社支配に関する基本方針に照らして不適切なものによって大規模買付行為がなされた場合

の取組みとして、本対応方針を定めることとしました。 

 

２．独立委員会の設置 

本対応方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するためのチ

ェック機関として、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判

断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監

査役、ならびに社外有識者（注4）の中から選任します。独立委員会の委員の氏名・略歴は別紙2に
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記載のとおりです。 

本対応方針においては、下記III ４.（１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、

原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置を行わず、下記III ４．（２）大規模買付者が大規

模買付ルールを遵守しなかった場合には、対抗措置をとる場合がある、という形で対抗措置発動に

かかる客観的な要件を設定しておりますが、下記III ４.（１）の(注5)に記載のとおりの例外的対

応をとる場合、ならびに下記III ４．（２）に記載のとおりの対抗措置をとる場合など、本対応方針

にかかる重要な判断に際しては、原則として独立委員会に諮問することとし、当社取締役会はその

勧告を最大限尊重するものとします。 

 

注4 ：社外有識者は、 

経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象と

する学識経験者、またはこれらに準ずる者を対象として選任するものとします。 

 

３．大規模買付ルールの内容 

（１）情報の提供 

当社が設定する大規模買付ルールとは、①大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付行

為に関する必要かつ十分な情報を事前に提供し、②当社取締役会のための一定の評価期間が経過

した後に大規模買付行為を開始する、というものです。 

具体的には、まず、大規模買付者には、当社代表取締役宛に、大規模買付者の名称、住所、設

立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示した、大規模買

付ルールに従う旨の「意向表明書」をご提出いただいたうえで、当社取締役会に対して、当社株

主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要

情報」といいます。)を提供していただきます。 

当社取締役会は、意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供いただくべき

本必要情報のリストを当該大規模買付者に交付します。当初提供していただいた情報を精査した

結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して本必

要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。 

本必要情報の具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的及び内容によって異

なりますが、一般的な項目の一部は以下のとおりです。 

①大規模買付者及びそのグループ（共同保有者および関係者を含みます。）の概要（大規模買

付者の事業内容、資本構成、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に

関する情報を含みます。） 

②大規模買付行為の目的及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引

の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等および関連する取引の実現可能性等を含みます。） 

③当社株式の取得対価の算定根拠及び取得資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含み

ます。）の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

④当社および当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補（当社および当社グ

ループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、経営方針、事業

計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等（以下「買付後経営方針等」といいま

す。） 

⑤当社および当社グループの取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社および当社グ

ループとの関係に関し、大規模買付行為完了後に予定する変更の有無およびその内容 

なお、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社

株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時

点で、その全部又は一部を開示します。 
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（２）取締役会による評価期間 

次に、当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、

60日以内の必要な期間を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間

（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。具体的な期間の設定は、買付け

の目的、対価の種類、買付け方法等、大規模買付行為の評価の難易度に応じて設定しますが、独

立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重したうえで、必要に応じて最大90日間まで延長できる

ものとします。大規模買付行為は、かかる取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとし

ます。なお、当社取締役会は、本必要情報の提供が完了した場合には、速やかにその旨および取

締役会評価期間が満了する日を公表いたします。また、独立委員会の勧告を受け、取締役会評価

期間を延長する場合には、延長期間とその理由を速やかに開示します。 

取締役会評価期間中、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、また、必要に応じて外部専門家

等の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価･検討し、独立委員会からの勧告を最

大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要

に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉したり、当社取締

役会として当社株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。 

 

４．大規模買付行為が為された場合の対応方針 

（１）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付

行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示す

ることにより、当社株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗

措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該

買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただ

くことになります。 

但し、当該大規模買付行為が明らかに濫用目的によるもの(注5)と認められ、その結果として会

社に回復し難い損害をもたらすなど、当社株主全体の利益を著しく損なうと判断される場合には、

本対応方針の例外的措置として、当社取締役会は当社株主の皆様の利益を守るために、適切と考

える方策を取ることがあります。 

なお、上記例外的措置をとる際の判断の客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、

大規模買付者の提供する買付後経営方針等を含む本必要情報に基づいて、外部専門家等の助言を

得ながら、当該大規模買付者及び大規模買付行為の具体的内容や、当該大規模買付行為が当社株

主全体の利益に与える影響を検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで判断します。 

 

注5 ：濫用目的によるもの とは、例えば、大規模買付者が、 

① 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き

取らせる目的で株式の買収を行っている場合、 

② 会社経営を一時的に支配して当該会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引

先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の

買収を行っている場合、 

③ 会社経営を支配した後に、当該会社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資とし

て流用する予定で株式の買収を行っている場合、 

④ 会社経営を一時的に支配して当該会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却

等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の

機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式買収を行っている場合、 

⑤ 買付者の提示する当社株式の買取方法が、最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付

条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行う場合（いわゆる強圧的二段
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階買収）、 などを想定しています。 

 

（２）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者により、大規模買付ルールが遵守されなかった場合には、具体的な買付方法の如

何にかかわらず、当社取締役会は、当社及び当社株主全体の利益を守ることを目的として、新株

予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に

対抗する場合があります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かおよび対抗措置の

発動の適否は、外部専門家等の意見も参考にし、また独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取

締役会が決定します。 

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断した

ものを選択することとします。具体的対抗措置として株主割当により新株予約権を発行する場合

の概要は別紙1に記載のとおりですが、実際に新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定

割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置とし

ての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。なお、当社は、平成18年11

月30日、新株予約権証券の発行について発行登録を行い、同年12月8日にその効力が発生しており

ます。 

 

 

（３）対抗措置発動の停止等について 

 上記III ４.（１）に記載の例外的措置をとること、又は上記III ４．（２）に記載のとおりの対

抗措置をとることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合

など、対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見又は勧告を

十分尊重したうえで、対応措置の発動の停止又は変更を行うことがあります。 

例えば、対抗措置として新株予約権を無償割当てする場合において、権利の割当てを受けるべき

株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行うなど、対抗措置をとる

ことが適切でないと取締役会が判断した場合には、次のとおり対抗措置発動を停止することができ

るものとします。 

① 当該新株予約権の効力発生日までの間は、独立委員会の勧告を受けたうえで、新株予約権の

無償割当てを中止する。 

② 新株予約権の無償割当て後においては、行使期間開始までの間は、独立委員会の勧告を受け

たうえで当該新株予約権を無償取得する。 

 このような対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに速やかな

情報開示を行います。 

 

 

５．株主・投資家に与える影響等 

（１）大規模買付ルールが株主・投資家に与える影響等 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要

な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには、当社株主の皆

様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆

様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可

能となり、そのことが当社株主全体の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規

模買付ルールの設定は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となる

ものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。 

なお、上記III ４．において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否

かにより大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当社株主及び投資家の皆様
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におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 

 

（２）対抗措置発動時に株主・投資家に与える影響等 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社及び当社

株主全体の利益を守ることを目的として、会社法その他の法律及び当社定款により認められてい

る対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上、当社株主の皆様（大規模買付ルー

ルを遵守しない大規模買付者、および会社に回復し難い損害をもたらすなど当社株主全体の利益

を著しく損なうと認められるような大規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。）が法的権

利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。当

社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び証券取引所規則に従って

適時適切な開示を行います。 

なお、対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の発行についての当社株主の皆様に

関わる手続きについては、次のとおりとなります。 

新株予約権の発行につきましては、新株予約権の行使により新株を取得するために所定の期間

内に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。なお、当社取締役会が新株予約権を取

得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約

権の取得の対価として、株主の皆様に新株を交付することがあります。かかる手続きの詳細につ

きましては、実際に新株予約権を発行することになった際に、法令に基づき別途お知らせ致しま

す。但し、名義書換未了の当社株主の皆様に関しましては、新株予約権を取得するためには、別

途当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割当期日までに、名義書換を完了していただく必

要があります。 

なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止又は発行した

新株予約権の無償取得を行う場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、当該

新株予約権の無償割当に係る権利落ち日以降に当社株式の価値の希釈化が生じることを前提に売

買を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 

 

６ ．本対応方針の適用開始と有効期限 

本対応方針は、平成19年3月29日開催予定の当社第83回定時株主総会における株主の皆様の承認

を停止条件として、同承認があった日より発効することとし、有効期限は平成20年3月31日までに

開催される当社第84回定時株主総会の終結の時までとします。但し、当社第84回定時株主総会に

おいて本対応方針を継続することが承認された場合は、かかる有効期限は更に1年間延長されるも

のとします。当社取締役会は、本対応方針を継続することが承認された場合、その旨を速やかに

お知らせします。 

また、かかる方針の継続が決定された場合であっても、企業価値・株主価値向上の観点から、

関係法令の整備や、東京証券取引所・札幌証券取引所が定める上場制度の整備等を踏まえ随時見

直しを行い、当社株主総会の承認を得て本対応方針の変更を行うことがあります。その場合には、

その変更内容を速やかにお知らせします。 

 

７ ．附則 

平成19年3月29日開催予定の当社第83回定時株主総会における株主の皆様の承認を停止条件と

して、当該株主総会の終結以前に当社が受領する意向表明書に基づく大規模買付行為への対応に

ついては、原方針を引き続き適用いたします。 

 

Ⅳ 本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同利益を損なうもので

はないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由 
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（１）本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること 

本対応方針は、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為が為された場合の対応方針、独立委

員会の設置、株主および投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。 

本対応方針は、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に

事前に提供すること、および当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規

模買付行為を開始することを求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗

措置を講じることがあることを明記しています。 

また、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が

当社株主全体の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、かかる大規模買付

者に対して当社取締役会は当社株主全体の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じること

があることを明記しています。 

このように本対応方針は、会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計されたものである

といえます。 

 

（２）本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと 

Iで述べたとおり、会社支配に関する基本方針は、当社株主の共同の利益を尊重することを前提

としています。本対応方針は、かかる会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計され、当

社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意

見の提供、代替案の提示を受ける機会の提供を保証することを目的としております。本対応方針

によって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本対応方針

が当社株主の共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。 

さらに、本対応方針の発効・延長が当社株主の皆様の承認を条件としており、当社株主が望め

ば本対応方針の廃止も可能であることは、本対応方針が当社株主の共同の利益を損なわないこと

を担保していると考えられます。 

 

（３）本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

本対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には当社株主の皆様の判断に委ね

られるべきことを大原則としつつ、当社株主全体の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ル

ールの遵守の要請や対抗措置の発動を行うものです。本対応方針は当社取締役会が対抗措置を発

動する場合を事前かつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動はかかる本対応

方針の規定に従って行われます。当社取締役会は単独で本対応方針の発効・延長を行うことはで

きず、当社株主の皆様の承認を要します。 

また、大規模買付行為に関して当社取締役会が評価・検討、取締役会としての意見のとりまと

め、代替案の提示、大規模買付者との交渉を行い、または対抗措置を発動する際には、外部専門

家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独

立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされています。このように、本対応

方針には、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続も盛り込まれています。 

以上から、本対応方針が当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると

考えております。 

 

 

以 上 
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別紙1 

 

新株予約権概要 

 

1. 新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件 

 

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された

株主に対し、その所有する当社普通株式（但し、当社の所有する当社普通株式を除く。）1株につ

き1個の割合で新株予約権を割当てる。 

 

2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、

580,000,000株を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途

定める数とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとす

る。 

 

3. 発行する新株予約権の総数 

 

新株予約権の割当総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわた

り新株予約権の割当を行うことがある。 

 

4. 新株予約権の発行価額 

 

無償とする。 

 

5. 各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額 

 

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は1円以上で当社取締役会が定める額とする。 

 

6. 新株予約権の譲渡制限 

 

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 

 

7. 新株予約権の行使条件 

 

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者に行使を認めないこと等を行使の条件とし

て定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。 

 

8. 新株予約権の行使期間等 

 

新株予約権の行使期間、消却事由及び消却条件その他必要な事項については、当社取締役会が別

途定めるものとする。 

 

以 上 
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別紙2 

 

独立委員会の委員の氏名・略歴 

 

武 藤 春 光（ むとう しゅんこう ） 

昭和 4年 3月生まれ 

昭和28年 4月    横浜地裁判事補 

昭和38年 4月    東京地裁判事 

昭和41年 4月    司法研修所教官 

昭和57年 4月    東京高裁判事 

昭和59年 4月    新潟地裁所長 

平成 3年 5月    広島高裁長官 

平成 4年 9月    弁護士登録（第一東京弁護士会） 

平成 4年10月    帝京大学法学部教授（平成15年3月より名誉教授） 

 

 

大 浦 溥（ おおうら ひろし ） 

昭和 9年 2月生まれ 

昭和31年4月    富士通信機製造（現富士通）株式会社 入社 

昭和53年7月    同社 総合企画室長 

昭和60年6月    同社 取締役 

昭和63年6月    同社 常務取締役 

平成元年6月    株式会社アドバンテスト 代表取締役社長 

平成13年6月    同社 代表取締役会長 

平成15年6月    富士通株式会社 取締役（現在に至る） 

平成17年6月    株式会社アドバンテスト 取締役相談役（現在に至る） 

 

 

中 谷 巌（ なかたに いわお ） 

昭和17年1月生まれ 

昭和40年 4月    日産自動車株式会社 入社 

昭和48年 7月    ハーバード大学経済学部 講師・研究員 

昭和49年 7月    大阪大学経済学部 助教授 

昭和59年 4月    同学部 教授 

平成 3年10月    一橋大学商学部 教授 

平成11年10月    多摩大学経営情報学部 教授 

平成12年 4月    三和総合研究所（現三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング）理事長（現在に至る） 

平成13年 9月    多摩大学 学長（現在に至る） 

平成17年 4月    一橋大学 名誉教授（現在に至る） 

 

 

         以 上 
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別紙3 

 

当社の大株主の状況 

 

平成18年12月31日現在の当社の大株主の状況は次のとおりです。 

当社への出資状況  

持株数 出資比率 

スティールパートナーズ ジャパン ストラテジッ

ク ファンド （オフショア）エルピー 
66,500千株 17.6 ％

日本生命保険相互会社 12,322 3.3 

明治安田生命保険相互会社 10,434 2.8 

みずほ信託銀行株式会社 10,162 2.7 

ゴールドマン・サックス･アンド・カンパニー 

レギュラーアカウント 
9,902 2.6 

農林中央金庫 9,375 2.5 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 9,192 2.5 

株式会社みずほコーポレート銀行 8,698 2.3 

丸紅株式会社 8,246 2.2 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,380 2.0 

合   計 152,223 40.1 

 

（注） 1．発行済株式の総数は379,617,498 株。出資比率は自己株式（1,458,766 株）を控除して計

算しています。 

2. みずほ信託銀行株式会社は上記以外に、資産管理サービス信託銀行株式会社退職給付信託

みずほ信託銀行口として6,212千株保有しており、これを合わせて16,374千株（出資比率

4.3％）保有しております。 

3. 株式会社みずほコーポレート銀行は上記以外に、みずほ信託退職給付信託みずほコーポレ

ート銀行口として4,702千株保有しており、これを合わせて13,400千株（出資比率3.5％）

保有しております。 

 

以 上 

 

 


